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① 物件登録申込 

② 台帳に登録し通知 

登録期間：２年 

③ 利用申込 

④ 台帳に登録し通知 

⑥ 物件交渉通知 

⑤ 物件交渉申込 

⑦ 物件の交渉 

1 宅地建物取引事業者が管理する物件の場合は、当該事業
者が仲介し契約成立に向け交渉を行う。 

2  宅地建物取引事業者が管理していない物件の場合は、所
有者等と利用希望者双方で仲介する事業者を選定し契約
交渉を行う。なお、協定を締結している公益社団法人福島
県宅地建物取引業協会会津若松支部の会員の事業者を紹
介することも可能ですのでお問い合わせください。 

町ＨＰ等において公開 

 ⑧ 売買又は賃貸借契約成立 
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